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共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明

2017 年 2 月 1 日

政府は、これまでに何度も廃案となっている共謀罪を、「テロ等準備罪」の呼び名のもとに新設

する法案を国会に提出する予定であると報道されています。しかし、この立法は以下に述べるよう

に、犯罪対策にとって不要であるばかりでなく、市民生活の重大な制約をもたらします。

1. テロ対策立法はすでに完結しています。

テロ対策の国際的枠組みとして、「爆弾テロ防止条約」や「テロ資金供与防止条約」を始めとす

る 5つの国連条約、および、その他 8つの国際条約が採択されています。日本は 2001 年 9 月 11

日の同時多発テロ後に採択された条約への対応も含め、早期に国内立法を行って、これらをすべ

て締結しています。

2. 国連国際組織犯罪防止条約の締結に、このような立法は不要です。

2000 年に採択された国連国際組織犯罪防止条約は、国際的な組織犯罪への対策を目的とし、

組織的な犯罪集団に参加する「参加罪」か、4 年以上の自由刑を法定刑に含む犯罪の「共謀罪」

のいずれかの処罰を締約国に義務づけているとされます。しかし、条約は、形式的にこの法定刑

に該当するすべての罪の共謀罪の処罰を求めるものではありません。本条約についての国連の

「立法ガイド」第 51 項は、もともと共謀罪や参加罪の概念を持っていなかった国が、それらを導入

せずに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることも条約上認められるとしています。

政府は、同条約の締約国の中で、形式的な基準をそのまま適用する共謀罪立法を行った国と

して、ノルウェーとブルガリアを挙げています。しかし、これらの国は従来、予備行為の処罰を大幅

に制限していたり、捜査・訴追権限の濫用を防止する各種の制度を充実させたりするなど、その立

法の背景は日本とは相当に異なっています。ほとんどすべての締約国はこのような立法を行わず、

条約の目的に沿った形で、自国の法制度に適合する法改正をしています。国内法で共謀罪を処

罰してきた米国でさえ、共謀罪の処罰範囲を制限する留保を付した上で条約に参加しているので

す。このような留保は、国会で留保なしに条約を承認した後でも可能です。

日本の法制度は、もともと「予備罪」や「準備罪」を極めて広く処罰してきた点に、他国とは異な

る特徴があります。上記のテロ対策で一連の立法が実現したほか、従来から、刑法上の殺人予備

罪・放火予備罪・内乱予備陰謀罪・凶器準備集合罪などのほか、爆発物取締罰則や破壊活動防

止法などの特別法による予備罪・陰謀罪・教唆罪・せん動罪の処罰が広く法定されており、それら

の数は 70 以上にも及びます。

一方、今般検討されている法案で「共謀罪」が新設される予定の犯罪の中には、大麻栽培罪な

ど、テロとは関係のない内容のものが多数あります。そもそも、本条約はテロ対策のために採択さ
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れたものではなく、「共謀罪」の基準もテロとは全く関連づけられていません。本条約は、国境を越

える経済犯罪への対処を主眼とし、「組織的な犯罪集団」の定義においても「直接又は間接に金

銭的利益その他の物質的利益を得る」目的を要件としています。

3. 極めて広い範囲にわたって捜査権限が濫用されるおそれがあります。

政府は、現在検討している法案で、(1)適用対象の「組織的犯罪集団」を 4 年以上の自由刑に

あたる罪の実行を目的とする団体とするとともに、共謀罪の処罰に(2)具体的・現実的な「合意」と

(3)「準備行為」の実行を要件とすることで、範囲を限定すると主張されています。しかし、(1)「目的」

を客観的に認定しようとすれば、結局、集団で対象犯罪を行おうとしているか、また、これまで行っ

てきたかというところから導かざるをえなくなり、さしたる限定の意味がなく、(2)概括的・黙示的・順

次的な「合意」が排除されておらず、(3)「準備行為」の範囲も無限定です。

また、「共謀罪」の新設は、共謀の疑いを理由とする早期からの捜査を可能にします。およそ犯

罪とは考えられない行為までが捜査の対象とされ、人が集まって話しているだけで容疑者とされて

しまうかもしれません。大分県警別府署違法盗撮事件のような、警察による捜査権限の行使の現

状を見ると、共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、捜査の公正性に対するさらに強い懸念を

生みます。これまで基本的に許されないと解されてきた、犯罪の実行に着手する前の逮捕・勾留、

捜索・差押えなどの強制捜査が可能になるためです。とりわけ、通信傍受（盗聴）の対象犯罪が大

幅に拡大された現在、共謀罪が新設されれば、両者が相まって、電子メールも含めた市民の日常

的な通信がたやすく傍受されかねません。将来的に、共謀罪の摘発の必要性を名目とする会話

盗聴や身分秘匿捜査官の投入といった、歯止めのない捜査権限の拡大につながるおそれもあり

ます。実行前の準備行為を犯罪化することには、捜査法の観点からも極めて慎重でなければなり

ません。

4. 日本は組織犯罪も含めた犯罪情勢を改善してきており、治安の悪い国のまねをする必要はあ

りません。

公式統計によれば、組織犯罪を含む日本の過去 15 年間の犯罪情勢は大きく改善されていま

す。日本は依然として世界で最も治安の良い国の 1 つであり、膨大な数の共謀罪を創設しなけれ

ばならないような状況にはありません。今後犯罪情勢が変化するかもしれませんが、具体的な事

実をふまえなければ、どのような対応が有効かつ適切なのかも吟味できないはずです。具体的な

必要性もないのに、条約締結を口実として非常に多くの犯罪類型を一気に増やすべきではありま

せん。

そればかりでなく、広範囲にわたる「共謀罪」の新設は、内心や思想ではなく行為を処罰すると

する行為主義、現実的結果を発生させた既遂の処罰が原則であって既遂に至らない未遂・予備

の処罰は例外であること、処罰が真に必要な場合に市民の自由を過度に脅かさない範囲でのみ

処罰が許されることなどの、日本の刑事司法と刑法理論の伝統を破壊してしまうものです。
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5. 武力行使をせずに、交渉によって平和的に物事を解決していく姿勢を示すことが、有効なテロ

対策です。

イスラム国などの過激派組織は、米国と共に武力を行使する国を敵とみなします。すでに、バ

ングラデシュでは日本人農業家暗殺事件と、日本人をも被害者とする飲食店のテロ事件がありま

した。シリアではジャーナリストの拘束がありました。安保法制を廃止し、武力行使をしない国であ

ると内外に示すことこそが、安全につながる方策です。

こうした多くの問題にかんがみ、私たちは、「テロ等準備罪」処罰を名目とする今般の法案の提

出に反対します。
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